
☆一人で悩まずに何でも気軽にご相談！！それぞれの専門職員等がお答えします。 

 お問い合わせ先 
総務省神奈川行政評価事務所行政相談課   ℡ ０４５－６８１－１１００ 

横須賀市民生局地域支援部市民相談室    ℡ ０４６－８２２－８１１４ 

  

  

   

無料 行政相談会 
（横 須 賀 一日 合 同 行 政 相 談 所） 

 

日時：令和 ８ 年 ５ 月 ２９ 日（金） 

１３：００～１６：００            

場所：横須賀市役所正庁（５階） 

予約受付期間：５月 11 日（月）～５月 25 日（月） 

受付時間は平日 ９：００～１６：４５ 

予約受付電話番号：０４５－６８１－１１００ 

 ※定員になり次第、受付を締切ります。ご了承ください。 
 
こんなことが相談できます！ 

○ 相続登記の義務化や住所・名前の変更登記の義務化などについて、制度の 

中身や手続を教えてほしい。 

○ 相続か生前贈与か。税額はどう違うのか。 

○ 土地境界の問題が解決できないので、どのように決めたらよいのか。 

○ 年金の受給手続を教えてほしい。 

○ マンションの管理組合運営や建物・設備の維持管理等を教えてほしい。 

○ 遺言書の作成方法を教えてほしい。 
 

参加機関：法務省横浜地方法務局、日本年金機構年金事務所、横須賀市、神奈川県弁護士会、 

（予定）  神奈川県司法書士会、神奈川県行政書士会、東京地方税理士会、神奈川県土地家屋調査士会、 

神奈川県マンション管理士会、行政相談委員、総務省神奈川行政評価事務所 
 
主  催：総務省神奈川行政評価事務所 
 ※ 予約制にて実施します。予約状況によっては参加機関の変更があります。 

※ 予約時にご相談者様の連絡先をお伺いします。 

相談時間は１人最大 2５分程度です。 
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